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令和７年大崎上島町議会（第１回）臨時会会議録（第２号） 

 

１ 令和７年４月１１日大崎上島町議会臨時会が大崎上島町役場に招集された。 

２ 出席した議員は次のとおりである。        

   １番  森   ル イ             ２番  浜 田 幸 造 

   ３番  赤 松 良 雄             ４番  水 橋 直 行 

   ５番  進 藤 雅 通             ６番  下 末 典 和 

   ７番  末 光   透             ８番  信 谷 俊 樹 

   ９番  渡 辺 年 範            １０番  閑 田 大 祐 

３ 欠席した議員は次のとおりである。 

   欠席なし 

４ 会議録署名議員は次のとおりである。 

   １番  森   ル イ             ２番  浜 田 幸 造 

５ 職務のため会議に出席した職員は次のとおりである。 

   議会事務局長  宮 地 丈 彦     書    記  岡 田 愛 子 

６ 地方自治法第１２１条の規定により説明のため会議に出席した者は次のとおりである。 

   町    長  谷 川 正 芳     副  町  長  小 田   博 

   教  育  長  佐々木 智 彦     総 務 課 長  坂 田   誠 

   企 画 課 長  竹 下 良 二     税 務 課 長  平 道 龍 二 

   住 民 課 長  亀 井 成 美     会 計 課 長  岡 田 貴 美 

   健康福祉課長  川 野 義 彦     地域経営課長  三 村 竜 也 

   建 設 課 長  下 川   昇     環境衛生課長  河 田 弘 文 

   学校教育課長  山 本 秀 樹     生涯学習課長  川 本 亮 之 

７ 議事日程及び付議事件は次のとおりである。        

  第 １        常任委員会委員の選任 

  第 ２        議会運営委員会委員の選任 

  第 ３        広報調査特別委員会の設置 

  第 ４ 選挙第 ３号 広島中央環境衛生組合議会議員の選挙 

  第 ５ 選挙第 ４号 広島県後期高齢者医療広域連合議会議員の選挙 

  第 ６ 選挙第 ５号 広島県水道広域連合企業団議会議員の選挙 
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  第 ７ 報告第 ２号 専決処分した事件の報告を求めることについて 

  第 ８ 承認第 １号 専決処分した事件の承認を求めることについて 

  第 ９ 承認第 ２号 専決処分した事件の承認を求めることについて 

  第１０ 承認第 ３号 専決処分した事件の承認を求めることについて 

  第１１ 承認第 ４号 専決処分した事件の承認を求めることについて 

  第１２ 議案第２９号 大崎上島町教育委員会委員の任命につき同意を求めることに

ついて 

  第１３ 議案第３０号 大崎上島町監査委員の選任につき同意を求めることについて 

  第１４        各常任委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続調査の承認

について 

８ 会議の経過は次のとおりである。 

            午前９時００分 開議 

○議長（閑田大祐君） おはようございます。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元にお配りしたとおりです。 

○議長（閑田大祐君） 日程第１、常任委員会委員の選任を行います。 

 お諮りします。 

 常任委員会委員の選任については、委員会条例第８条第４項の規定により、総務福祉文

教常任委員会委員に森 ルイ議員、進藤雅通議員、末光 透議員、渡辺年範議員、閑田大

祐議員、産業建設常任委員会委員に浜田幸造議員、赤松良雄議員、水橋直行議員、下末典

和議員、信谷俊樹議員を指名したいと思います。ご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、常任委員会委員はただいま指

名しました方を選任することに決定いたしました。 

 なお、総務福祉文教常任委員会委員長に進藤雅通議員、副委員長に森 ルイ議員、産業

建設常任委員会委員長に赤松良雄議員、副委員長に下末典和議員が決定しています。 

○議長（閑田大祐君） 日程第２、議会運営委員会委員の選任を行います。 

 お諮りします。 

 議会運営委員会委員の選任については、委員会条例第８条第４項の規定により、進藤雅

通議員、森 ルイ議員、赤松良雄議員、下末典和議員を指名したいと思います。ご異議ご



- 11 - 

ざいませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、議会運営委員会委員はただい

ま指名しました方を選任することに決定いたしました。 

 なお、委員長に赤松良雄議員、副委員長に進藤雅通議員が決定しています。 

○議長（閑田大祐君） 日程第３、広報調査特別委員会の設置を議題といたします。 

 お諮りします。 

 委員会条例第６条の規定により、議会の広報に関することについて議員６名で構成する

広報調査特別委員会を設置し、これに付託して調査が終了するまで閉会中の継続調査とす

ることにしたいと思います。これにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、議員６名で構成する広報調査

特別委員会を設置し、これに付託して議会の広報に関することについて調査が終了するま

で閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

 ただいま設置されました広報調査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８

条第４項の規定により、森 ルイ議員、赤松良雄議員、水橋直行議員、進藤雅通議員、下

末典和議員、末光 透議員を指名したいと思います。これにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました方を広

報調査特別委員会委員に選任することに決定しました。 

 なお、委員長に森 ルイ議員、副委員長に末光 透議員が決定しています。 

○議長（閑田大祐君） 日程第４、選挙第３号広島中央環境衛生組合議会議員の選挙を行

います。 

 本選挙については、広島中央環境衛生組合規約第５条の規定により２名を選出するもの

です。任期は議員の任期によることとなっています。 

 お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選にしたい

と思います。ご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行う
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ことに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。ご異議ございません

か。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定し

ました。 

 広島中央環境衛生組合議会議員に閑田大祐議員、水橋直行議員を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長が指名しました閑田大祐議員、水橋直行議員を広島中央環境衛生組合議会

議員の当選人と定めることにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました閑田大

祐議員、水橋直行議員が広島中央環境衛生組合議会議員に当選されました。 

 ただいま広島中央環境衛生組合議会議員に当選されました閑田大祐議員、水橋直行議員

が議場におられますので、会議規則第３３条第２項の規定により当選の告知をします。 

○議長（閑田大祐君） 日程第５、選挙第４号広島県後期高齢者医療広域連合議会議員の

選挙を行います。 

 本選挙については、広島県後期高齢者医療広域連合規約第８条の規定により１名を選出

するものです。任期は議員の任期によることとなっています。 

 お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選にしたい

と思います。ご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行う

ことに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。ご異議ございません

か。 

            〔「異議なし」〕 
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○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定し

ました。 

 広島県後期高齢者医療広域連合議会議員に閑田大祐議員を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長が指名した閑田大祐議員を広島県後期高齢者医療広域連合議会議員の当選

人と定めることにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました閑田大

祐議員が広島県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました。 

 ただいま広島県後期高齢者医療広域連合議会議員に当選されました閑田大祐議員が議場

におられますので、会議規則第３３条第２項の規定により当選の告知をします。 

○議長（閑田大祐君） 日程第６、選挙第５号広島県水道広域連合企業団議会議員の選挙

を行います。 

 お諮りします。 

 選挙の方法については、地方自治法第１１８条第２項の規定により、指名推選にしたい

と思います。ご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、選挙の方法は指名推選で行う

ことに決定しました。 

 お諮りします。 

 指名の方法については、議長が指名することにしたいと思います。ご異議ございません

か。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、議長が指名することに決定し

ました。 

 広島県水道広域連合企業団議会議員に水橋直行議員を指名します。 

 お諮りします。 

 ただいま議長が指名しました水橋直行議員を広島県水道広域連合企業団議会議員の当選

人と定めることにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 
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○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、ただいま指名しました水橋直

行議員が広島県水道広域連合企業団議会議員に当選されました。 

 ただいま広島県水道広域連合企業団議会議員に当選されました水橋直行議員が議場にお

られますので、会議規則第３３条第２項の規定により当選の告知をします。 

 暫時休憩いたします。 

 ９時３０分より再開いたします。 

            午前９時０８分 休憩 

            午前９時５０分 再開 

○議長（閑田大祐君） 休憩を解いて会議を再開します。 

○議長（閑田大祐君） 日程第７、報告第２号専決処分した事件の報告を求めることにつ

いてを議題といたします。 

 提出者より報告の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（谷川正芳君） 報告第２号専決処分した事件の報告について説明を申し上げま

す。 

 本報告は、令和７年３月２８日付で損害賠償の額の決定について、地方自治法第１８０

条第１項の規定に基づき専決処分しましたので、同条第２項の規定により議会に報告する

ものです。 

 内容は、令和６年１２月１１日に大崎上島町木江３２２番地１の宅地において、町有地

に積まれている石垣の一部が崩れ、その崩れた石垣が隣接する相手方所有の家屋の外壁に

当たり当該外壁の一部を損傷させたため、その修繕費等２４万４，２００円を損害賠償額

として示談処理を行ったものです。 

 以上でございます。 

○議長（閑田大祐君） これで報告の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 以上で報告を終わります。 
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○議長（閑田大祐君） 日程第８、承認第１号専決処分した事件の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（谷川正芳君） 承認第１号専決処分した事件の承認を求めることについて説明を

申し上げます。 

 大崎上島町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて、社会情勢の変化に伴う物価の変動に対応するため、議員の出張に伴う宿泊料につ

いて所要の改正を行う必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないことが明ら

かであると認められたため、地方自治法第１７９条第１項の規定により令和７年３月３１

日付で大崎上島町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条

例を専決処分しましたので、同条第３項の規定により議会に報告し承認を求めるものでご

ざいます。 

 改正内容につきましては、議員出張における宿泊料の額をそれぞれ１，０００円増額い

たしております。 

 以上でございます。慎重審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（閑田大祐君） これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 

 これより承認第１号専決処分した事件の承認を求めることについてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 
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            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、承認第１号は承認することに

決定されました。 

○議長（閑田大祐君） 日程第９、承認第２号専決処分した事件の承認を求めることにつ

いてを議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（谷川正芳君） 承認第２号専決処分した事件の承認を求めることについて説明を

申し上げます。 

 地方税法等の一部を改正する法律が令和７年４月１日から施行されることに伴い、大崎

上島町税条例の一部を改正し施行する必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕が

ないことが明らかであると認められるため、地方自治法第１７９条第１項の規定により令

和７年３月３１日付で大崎上島町税条例の一部を改正する条例を専決処分しましたので、

同条第３項の規定により議会に報告し承認を求めるものでございます。 

 改正内容につきましては、担当課長から説明を申し上げます。 

 以上でございます。慎重審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（閑田大祐君） 税務課長。 

○税務課長（平道龍二君） それでは大崎上島町税条例の一部を改正する条例の主な改正

点について説明いたします。 

 個人住民税関係では、控除対象となる大学生年代の子等の所得要件を拡大し、一定の所

得を超えた場合でも親などの控除対象となる特定親族扶養控除の創設に伴う規定の整備、

固定資産税関係では、令和２年豪雨に係る課税標準の特例措置等の適用期限の２年間の延

長、軽自動車税関係では、軽自動車税種別割において二輪車の車両区分を見直し、最高出

力を４キロワット以下に制御した新基準原付バイクの税率を年額２，０００円とする改

正、町たばこ税関係では、紙巻きたばこと加熱式たばこの税差解消のため、加熱式たばこ

に係る町たばこ税の課税標準の特例の新設、その他地方税法等の改正に合わせ、項ずれの

反映や所要の規定の整備を行っております。 

 以上です。 

○議長（閑田大祐君） これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 
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 質疑はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 

 これより承認第２号専決処分した事件の承認を求めることについてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、承認第２号は承認することに

決定されました。 

○議長（閑田大祐君） 日程第１０、承認第３号専決処分した事件の承認を求めることに

ついてを議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（谷川正芳君） 承認第３号専決処分した事件の承認を求めることについて説明を

申し上げます。 

 地方税法施行令の一部を改正する政令が令和７年４月１日から施行されることに伴い、

大崎上島町国民健康保険税条例の一部を改正し施行する必要が生じましたが、議会を招集

する時間的余裕がないことが明らかであると認められるため、地方自治法第１７９条第１

項の規定により令和７年３月３１日付で大崎上島町国民健康保険税条例の一部を改正する

条例を専決処分しましたので、同条第３項の規定により議会に報告し承認を求めるもので

ございます。 

 改正内容の１つ目は、地方税法施行令第５６条の８８の２の改正に伴う国民健康保険税

の賦課限度額の引上げです。基礎賦課額の限度額を現行の６５万円から６６万円に引き上

げ、後期高齢者支援金等賦課額の限度額を現行の２４万円から２６万円に引き上げるもの
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でございます。 

 ２つ目は、地方税法施行令第５６条の８９の改正に伴う低所得者に係る軽減判定所得基

準額の引上げです。２割軽減は５４万５，０００円から５６万円に、５割軽減は２９万

５，０００円から３０万５，０００円に引き上げるものでございます。 

 以上でございます。慎重審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（閑田大祐君） これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 

 これより承認第３号専決処分した事件の承認を求めることについてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、承認第３号は承認することに

決定されました。 

○議長（閑田大祐君） 日程第１１、承認第４号専決処分した事件の承認を求めることに

ついてを議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（谷川正芳君） 承認第４号専決処分した事件の承認を求めることについて説明を

申し上げます。 

 本承認は、大崎上島町いじめ問題調査委員会条例の一部を改正する条例について、議会

を招集する時間的余裕がないことから、令和７年３月３１日付で地方自治法第１７９条第
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１項の規定に基づき専決処分しましたので、同条第３項の規定により議会に報告し承認を

求めるものです。 

 内容は、多様化する業務及び住民ニーズに対応し、効率的な教育行政運営を図るための

教育委員会事務局の組織再編に伴い所要の改正を行ったもので、具体的には、第７条中

「大崎上島町教育委員会事務局教育課」を「大崎上島町教育委員会事務局学校教育課」に

改めたものです。 

 以上でございます。慎重審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（閑田大祐君） これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 

 これより承認第４号専決処分した事件の承認を求めることについてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり承認することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、承認第４号は承認することに

決定されました。 

○議長（閑田大祐君） 日程第１２、議案第２９号大崎上島町教育委員会委員の任命につ

き同意を求めることについてを議題といたします。 

 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（谷川正芳君） 議案第２９号大崎上島町教育委員会委員の任命につき同意を求め

ることについて提案説明を申し上げます。 
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 本案は、教育委員会委員に立田敏明氏を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第２項の規定に基づき議会の同意を求めるものでございます。 

 新たに任命する教育委員会委員の任期は、令和７年６月１日から令和１１年５月３１日

までの４年間です。 

 なお、教育委員会委員の任命に当たっては、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し

識見を有する者のうちから地方公共団体の長が議会の同意を得て任命することになってお

ります。 

 立田敏明氏は、本町の教育に精通されており、幅広い視野で教育を推進していただける

人材であると考えております。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げま

す。 

○議長（閑田大祐君） これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 赤松議員。 

○３番（赤松良雄君） 教育委員の人格にはいろいろあって、いい人だということは分か

るんですけども、今までの僕の経験からすれば、教育委員会は総務委員会でいろいろ審議

してから決めたんですけども、これ専決じゃないけども、普通６月１日だったら５月でも

４月でも新たな議会を開いて総務委員会で審議すべきではないかと思うんですけども、急

ぐ理由があったのか審議したくなかったのか、そのどちらなんでしょうか。 

○議長（閑田大祐君） 総務課長。 

○総務課長（坂田 誠君） 今回、議案に出させていただいたのは、６月議会では６月１

日からの任期になっていますのでちょっと間に合わないということで、今回の議案にさせ

ていただきました。 

 総務委員会のほうで審議したっていう話を今聞いたんですけれども、今回は最初に、今

受けていらっしゃる教育委員さんが次の任期を進めないと、再任しないという意思があっ

たので、今回町のほうで決めさせて、提案させていただきました。 

 以上です。 

○議長（閑田大祐君） 赤松議員。 

○３番（赤松良雄君） 僕が議会運営委員会しとるときには、議会改革とかいろいろあっ

た中で、専決処分はなるべく、３月３１日の専決は時間的に余裕がないから、それは仕方
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ない部分があったけども、ほとんど協議をして、１０日間ぐらいあれば招集したりできる

んで、こういう人事案件については、議会運営委員会で今全然話ししてないから僕の勝手

な意見を述べるんですけども、本来昔からの流れで言えば、それをなるべくやる。議会を

招集するいとまがないという言葉だったんを今書いてますけども、なるべくそういうこと

は議会と一緒にやったほうがいいんではないかということで、僕の勝手な意見で議会運営

委員会で否決されたらそれですけども、なるべくそういう方向で早めに、しかも２か月あ

るんだからしたほうがいいんじゃないかというて、今さら合意をひっくり返すわけでもこ

の人が悪いわけでもないからあまり言いませんが、そういう考えで僕は臨みたいんで、総

務委員会か全体もそれを頭に入れて、さっき言ったように３月とか国の法律が変わったら

もう次の日にやらなきゃいけないことは重々承知しとるんで、そこは僕の意見ですけど

も、また議会運営委員会でも諮りますけども、そういうことを頭に入れてこれからのこと

をやっていただきたいと思うんで、お願いしたいということで終わります。 

○議長（閑田大祐君） 答弁よろしいですか。 

○３番（赤松良雄君） はい。 

○議長（閑田大祐君） ほかにございませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 

 これより議案第２９号大崎上島町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ

てを採決します。 

 大崎上島町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについては、これに同意する

ことにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２９号大崎上島町教育

委員会委員の任命につき同意を求めることについては、これに同意することに決定しまし
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た。 

○議長（閑田大祐君） 日程第１３、議案第３０号大崎上島町監査委員の選任につき同意

を求めることについてを議題といたします。 

 本件は地方自治法第１１７条の規定により、浜田幸造議員の退席を求めます。 

            〔２番 浜田幸造君 退席〕 

○議長（閑田大祐君） 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○町長（谷川正芳君） 議案第３０号大崎上島町監査委員の選任につき同意を求めること

について提案説明を申し上げます。 

 監査委員２名のうち１名は、地方自治法第１９６条第１項の規定により議会議員の中か

ら議会の同意を得て選任をすることとなっております。 

 本案は、監査委員に町議会議員浜田幸造氏を選任することについて同法の規定により議

会の同意を求めるものでございます。 

 なお、任期は令和７年４月１１日から令和１１年３月３１日までとしております。 

 以上でございます。慎重審議の上、ご決定くださいますようお願い申し上げます。 

○議長（閑田大祐君） これで提案理由の説明を終わります。 

 これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 質疑なしと認めます。 

 これで質疑を終結します。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

            〔「なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 討論なしと認めます。 

 これで討論を終結します。 

 これより議案第３０号大崎上島町監査委員の選任につき同意を求めることについてを採

決します。 

 お諮りします。 

 本案は原案のとおり同意することにご異議ございませんか。 



- 23 - 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３０号は原案のとおり

同意することに決定されました。 

 浜田幸造議員の入場を許します。 

            〔２番 浜田幸造君 入場〕 

○議長（閑田大祐君） ただいま大崎上島町監査委員に選任されました浜田幸造議員が議

場におられますので、ご挨拶をお願いします。演台にお進みください。 

○２番（浜田幸造君） 浜田です。どうかよろしくお願いいたします。監査委員としての

立場を十分認識し、執行部のほうの仕事をしっかりと見ていきたいと思いますのでよろし

くお願いいたします。 

○議長（閑田大祐君） 日程第１４、各常任委員会及び議会運営委員会の閉会中の継続調

査の承認についてを議題とします。 

 各常任委員長及び議会運営委員長から各委員会における事務調査等の事件について、会

議規則第７５条の規定によって閉会中の継続調査の申出があります。 

 お諮りします。 

 各委員長からの申出のとおり閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長からの申出のとおり

閉会中の継続調査とすることに決定されました。 

 本臨時会の会議に付された事件は全て終了しました。したがって、会議規則第７条の規

定によって本日で閉会したいと思います。これにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」〕 

○議長（閑田大祐君） 異議なしと認めます。したがって、本臨時会は本日で閉会するこ

とに決定しました。 

 これで令和７年第１回大崎上島町議会臨時会を閉会します。 

            午前１０時１３分 閉会 
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